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「冬季の服装」について 

晩秋の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。平素は本校教育にご理解ご協力をた

まわりありがとうございます。 

さて、冬季の服装について下記の通りお知らせします。基本的生活習慣として、室内では防寒着を脱ぐ

ことが基本ではありますが、感染症対策として、冬季も室内の常時換気を行いますので、室内でも防寒対

策ができるよう配慮します。 

教室の座席や体調等に応じて、お子さまと相談の上、防寒対策をしていただきますよう、ご理解とご協

力をお願いいたします。その他、配慮が必要な場合は担任にご相談ください。 

冬季の服装の期間は、12 月から 3 月末までとします。この期間以外についても体調などに応じてご家

庭の判断で着用できます。その際は担任までお申し出ください。 

 

記 
冬季の服装について  

1.校内の服装について 

  寒い場合には、任意の防寒具（防寒着・長ズボン・手袋）の着用をご検討ください。 

  防寒着は、セーターやベストの上に着用してください。 

 【校内で着用できるもの】 

防寒着 ･･･｢腰丈｣｢フードなし｣｢ファスナー等で前開きできるもの｣ (安全かつ着脱が容易なもの) 

※上着には名札をつけるよう指導しています。穴が開く可能性を考慮いただきますようお願いします。 

長ズボン･･･「華美でない色」で「動きやすいもの」 

手袋  ･･･ 校舎内でははずす。 

 【校内で着用できないもの】 

  腰丈より長い上着・マフラー･ネックウォーマー･耳当ては着用不可とし、ランドセルに収納します。 

標準服からはみ出るアンダーウェア(半袖の下に長袖など)は不可 

【その他】 

カイロの持参は不可 

 

2.登下校時の服装について 

  登下校時の服装について、決まりはありません。「1.校内の服装について」を参考にご判断ください。 

  標準帽は、必ず着用してください。 

 

3.体操服について 

長袖トレーナー ･･･白色でゼッケンを付ける。 

体操服長ズボン ･･･標準服販売店で購入できる紺色無地の長ズボンまたは、同じ色と形の同等品。 

レギンスやタイツ･･･着用不可 

※体育活動で暑くなることもありますので、長ズボン着用については、お子さまと相談ください。 

 

◎今年度より、標準服販売店で購入できる、体操服長ズボンと標準服生地のスラックス（紺色）を用意し

ました。見本を学校ホームページに掲載しています。 

家庭数配付 


